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 各教育局長 様 

 

学校教育局参事（生徒指導・学校安全）  

 

   連続して欠席し連絡が取れない児童生徒や学校外の集団との関わりの中で被 

害に遭うおそれがある児童生徒の安全の確保に向けた取組について（通知） 

 このことについて、文部科学省初等中等教育局長から別添写しのとおり通知がありまし

たので、通知します。 

 ついては、管内の道立学校及び市町村教育委員会に対し周知するとともに、次の事項に

留意し、連続して欠席し連絡が取れない中で、又は学校外の集団との関わりの中で被害に

遭うおそれ（以下「被害のおそれ」という。）がある児童生徒に対して適切な対応がなされ

るよう、指導願います。 

記 

１ 学校は、「被害のおそれ」がある児童生徒の安全の確保に向け、「学校における緊急点

検項目（例）」に挙げられた状況等を４月の新学期に向けて確認し着実に対応を進めること。 

２ 市町村教育委員会は、学校からの連絡に基づく迅速な対応ができるよう、「設置者にお

ける緊急点検項目（例）」に挙げられた状況等を４月の新学期に向けて確認し着実に対応

を進めること。 

３ 学校や市町村教育委員会は、「平成 27 年度特に力を入れて取り組む施策」に挙げられ

た取組を積極的に推進すること。 

４ 学校や市町村教育委員会は、「被害のおそれ」がある児童生徒への早期対応を図るため、

別添「学校における早期対応について【指針】」を踏まえ、学校や地域の実情に応じた早

期対応の指針を作成するなどして、事案に応じた円滑な対応が行えるよう備えること。 

 

（生徒指導・学校安全グループ）  






























































